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今
後
の
町
の
地
域
公
共
交
通
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
基
礎
資
料
の

収
集
を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

日　
１
月
17
日
㈮
ま
で

実
施
方
法
◀

・
郵
送
調
査
（
無
作
為
抽
出
）

・
い
な
ま
る
利
用
者
へ
の
対
面
に

よ
る
調
査

・
役
場
、
総
合
セ
ン
タ
ー
な
ど
公

共
施
設
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
設
置

・
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ど
な
た
で
も
回
答

可
）

問　
危
機
管
理
課
＊
２
２
８
３

日　
１
月
26
日
㈰
８
時
30
分
～
12

時
（
11
時
30
分
最
終
受
付
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
以

外
の
業
務
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
日
程
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

場　
住
民
課

持　
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）
、

本
人
確
認
書
類
、
通
知
カ
ー
ド

※
詳
し
く
は
、
電
話
予
約
時
に
ご

案
内
し
ま
す
。

申
・
問　
１
月
24
日
㈮
ま
で
に
、

住
民
課
＊
２
１
１
５
へ

　
４
月
か
ら
の
保
育
施
設
入
所
申

込
を
昨
年
11
月
に
し
て
い
な
い
方

を
対
象
に
行
い
ま
す
。

※
定
員
に
空
き
の
な
い
年
齢
も
あ

り
ま
す
。

日　
２
月
３
日
㈪
～
７
日
㈮
９
時

～
11
時
30
分

場　
子
育
て
支
援
課

※
当
日
は
保
育
士
が
面
接
を
行
い

ま
す
の
で
、
お
子
さ
ん
同
伴
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

申
・
問　
申
込
書
類
の
必
要
事
項

を
明
記
の
う
え
、
子
育
て
支
援
課

＊
２
１
２
９
窓
口
へ

※
申
込
書
類
は
、
窓
口
で
配
布
し

て
い
ま
す
。

※
令
和
６
年
度
の
入
所
申
込
を
し

た
方
で
、
現
在
、
入
所
が
保
留
の

方
も
、
令
和
７
年
度
入
所
用
に
新

た
に
申
込
が
必
要
で
す
。

　
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
放
課
後
な
ど

の
生
活
の
場
を
確
保
し
、
適
切
な

遊
び
や
指
導
を
行
う
こ
と
で
、
児

童
の
健
全
育
成
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

対　
令
和
７
年
度
の
新
小
学
１
年

生※
新
２
～
６
年
生
は
入
所
し
た
い

月
の
前
月
20
日
ま
で
に
申
込
し
て

く
だ
さ
い
。
（
20
日
が
土
日
祝
日

の
場
合
は
、
翌
平
日
）

利
用
時
間
▼
放
課
後
～
18
時
30
分

（
土
曜
日
、
夏
休
み
な
ど
は
７
時

30
分
～
）

※
19
時
ま
で
の
延
長
保
育
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
（
諸
条
件
あ
り
、

要
申
請
）

必
要
書
類
▼
①
登
録
申
請
書
②
就

労
証
明
書
な
ど
③
家
庭
状
況
調
査

書
④
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
に
関
す
る

留
意
事
項
兼
同
意
書

※
申
請
書
な
ど
は
、

窓
口
で
配
布
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
。

申
・
問　
１
月
９
日
㈭
～
27
日
㈪

（
土
日
祝
日
除
く
）
に
、
子
育
て

支
援
課
＊
２
１
６
０
窓
口
ま
た
は

郵
送

　
令
和
６
年
10
月
分
（
12
月
支
払

い
分
）
か
ら
児
童
手
当
制
度
が
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

対　
・
高
校
生
世
代
の
み
を
養
育

し
て
い
る
方

・
高
校
生
以
下
の
方
を
養
育
し
て

お
り
、
令
和
７
年
３
月
末
現
在
、

22
歳
ま
で
の
子
（
別
居
含
む
）
と

広　告

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
交
付
（
予
約
制
）

令
和
７
年
度
保
育
施
設

新
規
入
所
の
２
次
申
込
受
付

伊
奈
町
地
域
公
共
交
通
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

児
童
手
当
の
申
請
は
お
済
み

で
す
か

令
和
７
年
度
児
童
ク
ラ
ブ
申
込

① 町県民税　　　　　　４期
② 国民健康保険税　　　７期
③ 介護保険料　　　　　７期
④ 後期高齢者医療保険料７期

町税等の納期のお知らせ

※口座振替の開始は、申込月の翌月末以降の納期限か
らとなります。詳しくは、町ホームページをご覧く
ださい。

納期限 １月31日㈮納付は納期限まで
にお忘れなく

■問　①②収税課＊２１４２
　　③いきいき長寿課＊２１２４
　　④保険医療課＊２１７５

　収税課窓口では、口座振替申込書のほかにキャッシュ
カードだけで簡単に口座振替の手続きができます。

納税は安全・確実な「口座振替」で

●埼玉りそな銀行 ●武蔵野銀行 ●埼玉縣信用金庫
●さいたま農業協同組合 ●ゆうちょ銀行
●埼玉りそな銀行 ●武蔵野銀行 ●埼玉縣信用金庫
●さいたま農業協同組合 ●ゆうちょ銀行

キャッシュカードでの口座振替申込対象金融機関

外構工事・墓石工事
1968年創業
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併
せ
て
３
人
以
上
養
育
し
て
い
る

方・
今
ま
で
所
得
要
件
で
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
方

　
申
請
要
件
な
ど
詳

し
く
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、
職
場
で
の
申

請
に
な
り
ま
す
。

申
・
問　
３
月
31
日
㈪
ま
で
に
、

子
育
て
支
援
課
＊
２
１
２
７
へ

　
国
民
年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て

納
め
る
（
前
納
）
と
保
険
料
が
割

引
さ
れ
ま
す
。

　
前
納
に
は
割
引
額
が
大
き
い
順

に
、
２
年
前
納
（
４
月
～
翌
々
年

３
月
分
）
、
１
年
前
納
（
４
月
～

翌
年
３
月
分
）
、
６
か
月
前
納

（
４
月
～
９
月
分
、
10
月
～
翌
年

３
月
分
）
が
あ
り
、
い
つ
で
も
申

請
が
で
き
ま
す
が
、
申
請
時
期
に

よ
り
、
初
回
の
振
替
期
間
が
異
な

り
ま
す
。

　
支
払
方
法
は
、
口
座
振
替
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
納
付
書
（
現

金
）
の
３
通
り
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
日
本

年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問　
大
宮
年
金
事
務
所
蕕
６
５
２

－

３
３
９
９
、
保
険
医
療
課
＊
２

１
７
１

　
離
職
時
の
年
齢
が
65
歳
未
満
の

国
保
加
入
者
で
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給

資
格
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
国
保
税
の

軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

離
職
理
由
コ
ー
ド
◀

〇
会
社
都
合
の
退
職
の
場
合

11
、
12
、
21
、
22
、
31
、
32

〇
自
己
都
合
の
退
職
の
場
合

23
、
33
、
34

軽
減
期
間
▼
離
職
日
の
翌
日
の
属

す
る
月
か
ら
年
度
末
ま
で
と
、
そ

の
翌
年
度
の
最
大
２
年
度
間
。

※
そ
の
間
に
国
保
を
脱
退
し
た
場

合
は
、
軽
減
が
終
了
し
ま
す
。

軽
減
割
合
▼
課
税
の
根
拠
と
な
る

前
年
中
の
給
与
所
得
に
1
0
0
分

の
30
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類
▼
町
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
、
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
ま
た
は
雇
用
保
険

受
給
資
格
通
知

※
詳
し
く
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課
＊
２
１
７
３

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

割
引
の
多
い
前
納
が
お
得
で
す

非
自
発
的
失
業
に
対
す
る

国
保
税
の
軽
減
制
度

広　告

友愛訪問を実施します
　伊奈町赤十字奉仕団では、希望するお宅に
訪問し、声かけや話し相手になる「友愛訪問」
を行っています。
　「ひとり暮らしで不安」「引っ越したばか
りなので地域の方とつながりたい」「子育て
で悩んでいる」など、些細なきっかけでも大
丈夫です。お気軽にお申し込みください。
■対　町内に住所を有する在宅の方
訪問時期▶毎年３月、８月（計２回）
●メンバーを募集します！
　伊奈町赤十字奉仕団では、一緒に活動する
メンバーを随時募集しています。詳しくは、
事務局までお問い合わせください。
■申�・■問　訪問希望の方は１月31日㈮までに、
（事務局）社会福祉課＊２１３６へ
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